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教育委員会規教育委員会規則則

県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第１号

県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部を改正する規則

県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（教育長への委任）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する

事務を教育長に委任する。

（１）～（13） ［略］

（14） 教育予算その他教育に関する議会の議決を経るべき事件の

議案についての意見の申出に関すること。

（15）～（30） ［略］

（専決）

第５条 教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ

る事務を教育長に専決させるものとする。

（１）～（７） ［略］

（８） 職員（教育長及び市町村立学校の職員を除く。）の営利企

業への従事等の許可に関すること。

（９） ［略］

（10） 職員の人事評価に関すること。

（11）～（25） ［略］

２ ［略］

（教育長への委任）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する

事務を教育長に委任する。

（１）～（13） ［略］

（14） 法令又は条例に基づく協議又は意見に関すること。

（15）～（30） ［略］

（専決）

第５条 教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ

る事務を教育長に専決させるものとする。

（１）～（７） ［略］

（８） 職員（教育長及び市町村立学校の職員を除く。）の営利企

業等の従事の許可に関すること。

（９） ［略］

（10） 職員（教育長及び市町村立学校の職員を除く。）の勤務評

定に関すること。

（11）～（25） ［略］

２ ［略］
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附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

宮崎県教育研修センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第２号

宮崎県教育研修センター管理規則の一部を改正する規則

宮崎県教育研修センター管理規則（昭和43年宮崎県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（事業）

第２条 教育研修センターは、次に掲げる事業を行う。

（１）～（４） ［略］

（５） 調査等に基づく学校教育、社会教育等への支援に関するこ

と。

（６）・（７） ［略］

（組織）

第３条 教育研修センターに、次の課を置く。

総務課

学習研修課

教育支援課

企画調査課

（分掌事務）

第４条 前条の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

（１）～（５） ［略］

（６） 学校における教育の情報化の支援に関すること。

（７） 教育情報通信ネットワークの管理及び運営に関すること

。

（８） ［略］

学習研修課

（１）～（４） ［略］

教育支援課

（１） 教育関係職員の研修に係る総合調整に関すること。

（２） 調査等に基づく学校教育、社会教育等への支援に関する

こと。

（３）・（４） ［略］

企画調査課

（１）・（２） ［略］

（３） 教育関係機関との連携に関すること。

（職の設置）

第５条 教育研修センターに、次の表の左欄に掲げる職を置き、そ

の職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

２ ［略］

（事業）

第２条 教育研修センターは、次に掲げる事業を行う。

（１）～（４） ［略］

（５） 調査等に基づく学校教育への支援に関すること。

（６）・（７） ［略］

（組織）

第３条 教育研修センターに、次の課を置く。

総務課

学習・研修課

情報・相談課

企画・調査課

（分掌事務）

第４条 前条の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

（１）～（５） ［略］

（６） 教育関係職員の研修に係る総合調整に関すること。

（７） 調査等に基づく学校教育への支援に関すること。

（８） ［略］

学習・研修課

（１）～（４） ［略］

情報・相談課

（１） 学校における教育の情報化の支援に関すること。

（２） 教育情報通信ネットワークの管理及び運営に関すること

。

（３）・（４） ［略］

企画・調査課

（１）・（２） ［略］

（３） 教育関係機関との連携及び広報に関すること。

（職の設置）

第５条 教育研修センターに、次の表の左欄に掲げる職を置き、そ

の職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

２ ［略］

職務職

［略］

上司の命を受けて、調査研究及び研修

に従事する。

研修主事

［略］

職務職

［略］

上司の命を受けて、社会教育に関する

専門的・技術的指導業務に従事する。

社会教育主事

［略］

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

宮崎県教育委員会の所管に属する審査請求等の手続に関する規則をここに公布する。
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平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第３号

宮崎県教育委員会の所管に属する審査請求等の手続に関する規則

行政不服審査法（平成26年法律第68号）、行政不服審査法施行令（平成27年政令第 391号）及び行政不服審査法施行条例（平成27年宮崎

県条例第47号）の規定に基づく宮崎県教育委員会の所管に属する審査請求等の手続については、知事の所管に属する審査請求等の手続に関

する規則（平成28年宮崎県規則第16号）の規定の例による。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

宮崎県育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第４号

宮崎県育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県育英資金貸与条例施行規則（昭和49年宮崎県教育委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（へき地の指定）

第２条 条例第３条第２号アの規則で定める県内のへき地は、へき

地手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第８号）

第２条及び第３条で指定する小学校、中学校又は義務教育学校の

通学区域とする。

（貸与の決定及び通知）

第４条 ［略］

２ 前項の規定にかかわらず、県教育委員会は、中学校、義務教育

学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中

学部に在籍している者から前条の育英資金貸与申請書の提出があ

ったときは、高等学校、高等専門学校又は専修学校（高等課程に

限る。）（以下「高等学校等」という。）への進学を条件として

育英資金貸与の適否を決定し、申請があった者に対しその旨を育

英資金採用候補者決定通知書（別記様式第５号）又は育英資金貸

与不承認通知書によって通知するものとする。

３ ［略］

（返還免除の申請）

第12条 条例第11条の規定により育英資金の返還の債務の免除を受

けようとする者は、育英資金返還免除申請書（別記様式第14号）

に同条の規定に該当することを証明する書類を添えて、県教育委

員会に提出しなければならない。

２ ［略］

（へき地の指定）

第２条 条例第３条第２号アの規則で定める県内のへき地は、へき

地手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第８号）

第２条及び第３条で指定する小学校又は中学校の通学区域とする

。

（貸与の決定及び通知）

第４条 ［略］

２ 前項の規定にかかわらず、県教育委員会は、中学校、特別支援

学校中学部又は中等教育学校前期課程に在籍している者から前条

の育英資金貸与申請書の提出があったときは、高等学校、高等専

門学校又は専修学校（高等課程に限る。）（以下「高等学校等」

という。）への進学を条件として育英資金貸与の適否を決定し、

申請があった者に対しその旨を育英資金採用候補者決定通知書（

別記様式第５号）又は育英資金貸与不承認通知書によって通知す

るものとする。

３ ［略］

（返還免除の申請）

第12条 条例第11条の規定により育英資金の返還の債務の免除を受

けようとする者は、育英資金返還免除申請書（別記様式第14号）

に同条各号に該当することを証明する書類を添えて、県教育委員

会に提出しなければならない。

２ ［略］

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

市町村立学校事務職員及び学校栄養職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第５号

市町村立学校事務職員及び学校栄養職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則

市町村立学校事務職員及び学校栄養職員の職の設置に関する規則（昭和49年宮崎県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する

。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

第２条 前条に規定する事務職員（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第 172条第１項に規定する職員に相当する者）の職として、

第２条 前条に規定する事務職員（地方自治法第 172条第１項に規

定する職員に相当する者）の職として、次の職を置き、その職務
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次の職を置き、その職務は、次のとおりとする。

事務主幹 上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を掌

理する。

事務副主幹 上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

事務主査 上司の命を受けて、事務をつかさどる。

主任主事 上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

主事 上司の命を受けて、事務に従事する。

は、次のとおりとする。

事務主幹 上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を掌

理する。

事務主査 上司の命を受けて、事務をつかさどる。

主任主事 上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

主事 上司の命を受けて、事務に従事する。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

県立高等学校管理運営規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第６号

県立高等学校管理運営規則等の一部を改正する規則

（県立高等学校管理運営規則の一部改正）

第１条 県立高等学校管理運営規則（平成14年宮崎県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（入学資格）

第16条 入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる

学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の

前期課程を修了した者又は施行規則第95条の規定により、これと

同等以上の学力があると認められた者とする。

（職員）

第50条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭

、栄養教諭、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、事務副主幹、

事務主査、主任主事、主事、技術主査、主任技師、技師又は技術

員を置くことができる。

３・４ ［略］

（職務）

第51条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（12） ［略］

（13） 事務副主幹は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

（14）～（20） ［略］

２ ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第53条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会が教育長に専決権限を付与した事務並びに知事が教

育次長に専決権限を付与した事務のうち、教育長の委任により校

長、副校長、教頭又は事務長の権限に属するものとされた事務及

び教育長又は教育次長が校長、副校長、教頭又は事務長に専決権

限を付与した事務の決裁は、宮崎県教育委員会事務決裁等規程（

平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号。以下「事務決裁等

規程」という。）による。

（校長に委任され、又は専決権限が付与された事務の代決）

第54条 前条の規定により、校長に委任され、又は専決権限が付与

された事務の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定

められた分掌により、副校長、教頭又は事務長が代決する。

（入学資格）

第16条 入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる

学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者

又は施行規則第95条の規定により、これと同等以上の学力がある

と認められた者とする。

（職員）

第50条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭

、栄養教諭、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、事務主査、主

任主事、主事、技術主査、主任技師、技師、技術員を置くことが

できる。

３・４ ［略］

（職務）

第51条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（12） ［略］

（13）～（19） ［略］

２ ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第53条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会又は知事が教育長に専決権限を付与した事務のうち

、教育長の委任により校長、副校長、教頭又は事務長の権限に属

するものとされた事務及び教育長が校長、副校長、教頭又は事務

長に専決権限を付与した事務の決裁及び委任は、宮崎県教育委員

会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号

。以下「事務決裁等規程」という。）による。

（教育長からの委任又は専決権限の付与による校長の権限に属す

る事務の代決）

第54条 前条の規定により、教育長の委任により校長の権限に属す

るものとされた事務及び教育長が校長に専決権限を付与した事務

の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定められた分

掌により、副校長、教頭又は事務長が代決する。



宮 崎 県 公 報 平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 5害

２ ［略］

（営利企業への従事等の制限）

第89条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業への従事等をしようとするときは、営利企

業への従事等許可申請書（別記様式第24号）により、校長を経て

、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

（人事評価）

第94条 職員の人事評価については、県立学校職員の人事評価に関

する規則（平成28年宮崎県教育委員会規則第９号）による。

２ ［略］

（営利企業等の従事制限）

第89条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等

の従事許可申請書（別記様式第24号）により、校長を経て、あら

かじめ教育長の許可を受けなければならない。

（勤務評定）

第94条 職員の勤務評定については、県立学校職員の勤務評定に関

する規則（昭和33年宮崎県教育委員会規則第３号）による。

別記様式第24号を次のように改める。



宮 崎 県 公 報平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 6害



宮 崎 県 公 報 平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 7害

（県立特別支援学校管理運営規則の一部改正）

第２条 県立特別支援学校管理運営規則（平成14年宮崎県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（転学等）

第34条 ［略］

２ 小学校、中学校又は義務教育学校への就学は、施行令第６条の

２第１項及び第６条の３第１項の規定による。

３～７ ［略］

（職員）

第49条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭

、実習教師、実習助手、事務副主幹、事務主査、主任主事、主事

、技術主査、主任技師、技師又は技術員を置くことができる。

３・４ ［略］

（職務）

第50条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（12） ［略］

（13） 事務副主幹は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

（14）～（20） ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第52条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会が教育長に専決権限を付与した事務並びに知事が教

育次長に専決権限を付与した事務のうち、教育長の委任により校

長、副校長、教頭又は事務長の権限に属するものとされた事務及

び教育長又は教育次長が校長、副校長、教頭又は事務長に専決権

限を付与した事務の決裁は、宮崎県教育委員会事務決裁等規程（

平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号。以下「事務決裁等

規程」という。）による。

（校長に委任され、又は専決権限が付与された事務の代決）

第53条 前条の規定により、校長に委任され、又は専決権限が付与

された事務の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定

められた分掌により、副校長、教頭又は事務長が代決する。

２ ［略］

（営利企業への従事等の制限）

第87条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業への従事等をしようとするときは、営利企

業への従事等許可申請書（別記様式第28号）により、校長を経て

、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

（人事評価）

第92条 職員の人事評価については、県立学校職員の人事評価に関

する規則（平成28年宮崎県教育委員会規則第９号）による。

（転学等）

第34条 ［略］

２ 小学校又は中学校への就学は、施行令第６条の２第１項の規定

による。

３～７ ［略］

（職員）

第49条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭

、実習教師、実習助手、事務主査、主任主事、主事、技術主査、

主任技師、技師、技術員を置くことができる。

３・４ ［略］

（職務）

第50条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（12） ［略］

（13）～（19） ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第52条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会又は知事が教育長に専決権限を付与した事務のうち

、教育長の委任により校長、副校長、教頭又は事務長の権限に属

するものとされた事務及び教育長が校長、副校長、教頭又は事務

長に専決権限を付与した事務の決裁及び委任は、宮崎県教育委員

会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号

。以下「事務決裁等規程」という。）による。

（教育長からの委任又は専決権限の付与による校長の権限に属す

る事務の代決）

第53条 前条の規定により、教育長の委任により校長の権限に属す

るものとされた事務及び教育長が校長に専決権限を付与した事務

の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定められた分

掌により、副校長、教頭又は事務長が代決する。

２ ［略］

（営利企業等の従事制限）

第87条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等

の従事許可申請書（別記様式第28号）により、校長を経て、あら

かじめ教育長の許可を受けなければならない。

（勤務評定）

第92条 職員の勤務評定については、県立学校職員の勤務評定に関

する規則（昭和33年宮崎県教育委員会規則第３号）による。

別記様式第28号を次のように改める。



宮 崎 県 公 報平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 8害



宮 崎 県 公 報 平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 9害

（県立中等教育学校管理運営規則の一部改正）

第３条 県立中等教育学校管理運営規則（平成14年宮崎県教育委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（入学資格）

第16条 入学することのできる者は、小学校若しくはこれに準ずる

学校を卒業した者又は義務教育学校の前期課程を修了した者とす

る。

（職員）

第49条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭

、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、事務副主幹、事務主査、

主任主事、主事、技術主査、主任技師、技師又は技術員を置くこ

とができる。

３・４ ［略］

（職務）

第50条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（12） ［略］

（13） 事務副主幹は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

（14）～（20） ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第52条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会が教育長に専決権限を付与した事務並びに知事が教

育次長に専決権限を付与した事務のうち、教育長の委任により校

長、副校長、教頭又は事務長の権限に属するものとされた事務及

び教育長又は教育次長が校長、副校長、教頭又は事務長に専決権

限を付与した事務の決裁は、宮崎県教育委員会事務決裁等規程（

平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号。以下「事務決裁等

規程」という。）による。

（校長に委任され、又は専決権限が付与された事務の代決）

第53条 前条の規定により、校長に委任され、又は専決権限が付与

された事務の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定

められた分掌により、副校長、教頭又は事務長が代決する。

２ ［略］

（営利企業への従事等の制限）

第86条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業への従事等をしようとするときは、営利企

業への従事等許可申請書（別記様式第27号）により、校長を経て

、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

（人事評価）

第91条 職員の人事評価については、県立学校職員の人事評価に関

する規則（平成28年宮崎県教育委員会規則第９号）による。

（入学資格）

第16条 入学することのできる者は、小学校又はこれに準ずる学校

を卒業した者とする。

（職員）

第49条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭

、実習教師、実習助手、寄宿舎指導員、事務主査、主任主事、主

事、技術主査、主任技師、技師、技術員を置くことができる。

３・４ ［略］

（職務）

第50条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（12） ［略］

（13）～（19） ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第52条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会又は知事が教育長に専決権限を付与した事務のうち

、教育長の委任により校長、副校長、教頭又は事務長の権限に属

するものとされた事務及び教育長が校長、副校長、教頭又は事務

長に専決権限を付与した事務の決裁及び委任は、宮崎県教育委員

会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号

。以下「事務決裁等規程」という。）による。

（教育長からの委任又は専決権限の付与による校長の権限に属す

る事務の代決）

第53条 前条の規定により、教育長の委任により校長の権限に属す

るものとされた事務及び教育長が校長に専決権限を付与した事務

の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定められた分

掌により、副校長、教頭又は事務長が代決する。

２ ［略］

（営利企業等の従事制限）

第86条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等

の従事許可申請書（別記様式第27号）により、校長を経て、あら

かじめ教育長の許可を受けなければならない。

（勤務評定）

第91条 職員の勤務評定については、県立学校職員の勤務評定に関

する規則（昭和33年宮崎県教育委員会規則第３号）による。

別記様式第27号を次のように改める。



宮 崎 県 公 報平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 10害



宮 崎 県 公 報 平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 11害

（県立中学校管理運営規則の一部改正）

第４条 県立中学校管理運営規則（平成18年宮崎県教育委員会規則第20号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（入学資格）

第15条 入学することのできる者は、小学校若しくはこれに準ずる

学校を卒業した者又は義務教育学校の前期課程を修了した者とす

る。

（職員）

第39条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、事務副

主幹、事務主査、主任主事、主事、技術主査、主任技師又は技師

を置くことができる。

３ ［略］

（職務）

第40条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（８） ［略］

（９） 事務副主幹は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

（10）～（15） ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第42条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会が教育長に専決権限を付与した事務並びに知事が教

育次長に専決権限を付与した事務のうち、教育長の委任により校

長、教頭又は事務長の権限に属するものとされた事務及び教育長

又は教育次長が校長、教頭又は事務長に専決権限を付与した事務

の決裁は、宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教

育委員会教育長訓令第１号。以下「事務決裁等規程」という。）

による。

（校長に委任され、又は専決権限が付与された事務の代決）

第43条 前条の規定により、校長に委任され、又は専決権限が付与

された事務の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定

められた分掌により、教頭又は事務長が代決する。

２ ［略］

（営利企業への従事等の制限）

第76条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業への従事等をしようとするときは、営利企

業への従事等許可申請書（別記様式第26号）により、校長を経て

、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

（人事評価）

第81条 職員の人事評価については、県立学校職員の人事評価に関

する規則（平成28年宮崎県教育委員会規則第９号）による。

（入学資格）

第15条 入学することのできる者は、小学校又はこれに準ずる学校

を卒業した者とする。

（職員）

第39条 ［略］

２ 学校に、前項のほか、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、事務主

査、主任主事、主事、技術主査、主任技師、技師を置くことがで

きる。

３ ［略］

（職務）

第40条 前条に規定する職員の職務は、他に特別の定めがある場合

のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）～（８） ［略］

（９）～（14） ［略］

（教育長の権限に属する事務の委任等）

第42条 法令の規定により教育長の権限とされた事務、教育委員会

又は知事の委任により教育長の権限に属するものとされた事務及

び教育委員会又は知事が教育長に専決権限を付与した事務のうち

、教育長の委任により校長、教頭又は事務長の権限に属するもの

とされた事務及び教育長が校長、教頭又は事務長に専決権限を付

与した事務の決裁及び委任は、宮崎県教育委員会事務決裁等規程

（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号。以下「事務決裁

等規程」という。）による。

（教育長からの委任又は専決権限の付与による校長の権限に属す

る事務の代決）

第43条 前条の規定により、教育長の委任により校長の権限に属す

るものとされた事務及び教育長が校長に専決権限を付与した事務

の決裁について、校長が不在のときは、あらかじめ定められた分

掌により、教頭又は事務長が代決する。

２ ［略］

（営利企業等の従事制限）

第76条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条の

規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等

の従事許可申請書（別記様式第26号）により、校長を経て、あら

かじめ教育長の許可を受けなければならない。

（勤務評定）

第81条 職員の勤務評定については、県立学校職員の勤務評定に関

する規則（昭和33年宮崎県教育委員会規則第３号）による。

別記様式第26号を次のように改める。
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附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

教育職員免許法等施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第７号

教育職員免許法等施行細則の一部を改正する規則

教育職員免許法等施行細則（昭和30年宮崎県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（施行法第２条の教科）

第６条 施行法第２条第１項の表の下欄に掲げる中学校又は高等学

校の教員の免許状に関する免許法第４条第５項に掲げる教科につ

いては、施行法施行規則第２条に規定する基準により次のとおり

定める。

（１）・（２） ［略］

（３） 前号の相当期間は、施行法第２条第１項の表の上欄に掲げ

る者の教員としての必要な在職年数の定めのあるものはその期

間とし、その他のものについては次の表の基準によるものとす

る。この場合における教授を担任した年数は、施行法第２条第

１項の表の上欄各号の資格を得てから受けようとする免許教科

の関係科目の教授を担任した年数とする。

ア 中学校教諭の免許状を受けようとする場合

イ 高等学校教諭の免許状を受けようとする場合

備考

１ ア及びイの表において、小学校には、義務教育学校の

前期課程、特別支援学校の小学部及び免許法施行規則附

則第22項第１号に規定する小学校に相当する旧令による

学校並びに免許法施行規則第67条の表の第１欄に掲げる

学校以外の教育施設の小学校に相当する課程を含む。

２ ア及びイの表において、中学校には、義務教育学校の

後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中

学部及び免許法施行規則附則第22項第２号に規定する中

学校に相当する旧令による学校並びに免許法施行規則第

67条の表の第１欄に掲げる学校以外の教育施設の中学校

に相当する課程を含む。

３・４ ［略］

様式第15号（第41条関係）

（施行法第２条の教科）

第６条 施行法第２条第１項の表の下欄に掲げる中学校又は高等学

校の教員の免許状に関する免許法第４条第５項に掲げる教科につ

いては、施行法施行規則第２条に規定する基準により次のとおり

定める。

（１）・（２） ［略］

（３） 前号の相当期間は、施行法第２条第１項の表の上欄に掲げ

る者の教員としての必要な在職年数の定めのあるものはその期

間とし、その他のものについては次の表の基準によるものとす

る。この場合における教授を担任した年数は、施行法第２条第

１項の表の上欄各号の資格を得てから受けようとする免許教科

の関係科目の教授を担任した年数とする。

ア 中学校教諭の免許状を受けようとする場合

イ 高等学校教諭の免許状を受けようとする場合

備考

１ ア及びイの表において、小学校には、特別支援学校の

小学部、免許法施行規則附則第22項第１号に規定する小

学校に相当する旧令による学校並びに免許法施行規則第

67条の表の第１欄に掲げる学校以外の教育施設の小学校

に相当する課程を含む。

２ ア及びイの表において、中学校には、中等教育学校の

前期課程、特別支援学校の中学部、免許法施行規則附則

第22項第２号に規定する中学校に相当する旧令による学

校並びに免許法施行規則第67条の表の第１欄に掲げる学

校以外の教育施設の中学校に相当する課程を含む。

３・４ ［略］

様式第15号（第41条関係）

［略］ ［略］

［略］ ［略］

教育職員免許状取上げ処分通知書

［略］

１ この処分について不服があるときは、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、宮

崎県教育委員会に対して審査請求をすることができる。

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、宮崎県を被告として（訴訟において宮崎県を代

表する者は宮崎県教育委員会となります。）処分の取消

しの訴えを提起することができる。

年 月 日

処分者 宮崎県教育委員会 印

教育職員免許状取上げ処分通知書

［略］

この処分について不服があるときは、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮崎県教育委

員会に対して異議申立てをすることができる。

年 月 日

処分者 宮崎県教育委員会 印



宮 崎 県 公 報平成 28年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 19号

害 14害

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

教育職員免許の更新等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第８号

教育職員免許の更新等に関する規則の一部を改正する規則

教育職員免許の更新等に関する規則（平成21年宮崎県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（免許状更新講習の修了確認義務を課す者）

第４条 改正省令附則第３条第３号に規定する免許管理者が定める

者は、次の各号に掲げる者とする。

（１） ［略］

（２） 教育職員であった者で、宮崎県内の幼稚園、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（

平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）、小学

校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別

支援学校を設置する学校法人の理事の職にある者

（３） ［略］

（免許状更新講習を受講することができる者）

第６条 更新講習規則第９条第１項第３号に規定する免許管理者が

定める者は、次の各号に掲げる者とする。

（１） ［略］

（２） 教育職員であった者で、宮崎県内の幼稚園、幼保連携型認

定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等

教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人の理事の職にあ

る者

（３） ［略］

（学校法人等における免許状更新講習の免除対象者）

第８条 施行規則第61条の４第４号及び改正省令附則第10条第１項

第４号に規定する免許管理者が定める者は、次の各号に掲げる者

とする。

（１） ［略］

（２） 教育職員であった者で、宮崎県内の幼稚園、幼保連携型認

定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等

教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人の理事の職にあ

る者

（３） ［略］

別記

様式第１号（第10条関係）

［略］

【修了又は履修した免許状更新講習】

（免許状更新講習の修了確認義務を課す者）

第４条 改正省令附則第３条第３号に規定する免許管理者が定める

者は、次の各号に掲げる者とする。

（１） ［略］

（２） 教育職員であった者で、宮崎県内の幼稚園、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（

平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）、小学

校、中学校又は高等学校を設置する学校法人の理事の職にある

者

（３） ［略］

（免許状更新講習を受講することができる者）

第６条 更新講習規則第９条第１項第３号に規定する免許管理者が

定める者は、次の各号に掲げる者とする。

（１） ［略］

（２） 教育職員であった者で、宮崎県内の幼稚園、幼保連携型認

定こども園、小学校、中学校又は高等学校を設置する学校法人

の理事の職にある者

（３） ［略］

（学校法人等における免許状更新講習の免除対象者）

第８条 施行規則第61条の４第４号及び改正省令附則第10条第１項

第４号に規定する免許管理者が定める者は、次の各号に掲げる者

とする。

（１） ［略］

（２） 教育職員であった者で、宮崎県内の幼稚園、幼保連携型認

定こども園、小学校、中学校又は高等学校を設置する学校法人

の理事の職にある者

（３） ［略］

別記

様式第１号（第10条関係）

［略］

【修了又は履修した免許状更新講習】

対象免許種修了（履修）

年月日

講習開設者事項

年 月 日必修領域

年 月 日選択必修領域

対象免許種修了（履修）

年月日

講習開設者事項

年 月 日教職についての省

察並びに子どもの

変化、教育政策の

動向及び学校内外

における連携協力

についての理解に

関する事項
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［略］

様式第４号（第12条関係）

［略］

【修了又は履修した免許状更新講習】

［略］

様式第５号（第13条関係）

［略］

【修了又は履修した免許状更新講習】

［略］

［略］

様式第４号（第12条関係）

［略］

【修了又は履修した免許状更新講習】

［略］

様式第５号（第13条関係）

［略］

【修了又は履修した免許状更新講習】

［略］

［略］選択領域［略］教科指導・生徒指

導その他教育内容

の充実に関する事

項

対象免許種修了（履修）

年月日

講習開設者事項

年 月 日必修領域

年 月 日選択必修領域

［略］選択領域

対象免許種修了（履修）

年月日

講習開設者事項

年 月 日教職についての省

察並びに子どもの

変化、教育政策の

動向及び学校内外

における連携協力

についての理解に

関する事項

［略］教科指導・生徒指

導その他教育内容

の充実に関する事

項

対象免許種修了（履修）

年月日

講習開設者事項

年 月 日必修領域

年 月 日選択必修領域

［略］選択領域

対象免許種修了（履修）

年月日

講習開設者事項

年 月 日教職についての省

察並びに子どもの

変化、教育政策の

動向及び学校内外

における連携協力

についての理解に

関する事項

［略］教科指導・生徒指

導その他教育内容

の充実に関する事

項

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

県立学校職員の人事評価に関する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第９号

県立学校職員の人事評価に関する規則

（趣旨）

第１条 県立学校の職員（以下「職員」という。）の人事評価については、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）に定めるもののほか、

この規則の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 人事評価 職務行動評価及び役割達成度評価の総称をいう。

（２） 職務行動評価 職員の職及び職種に応じて発揮することが求められる能力に照らし、職務の遂行において発揮した能力及び行動に
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ついて、客観的に評価することをいう。

（３） 役割達成度評価 職員があらかじめ設定した業務目標に対する取組その他の取組により挙げた業績について、客観的に評価するこ

とをいう。

（４） 評価シート 人事評価の対象となる期間（以下「評価期間」という。）における職員の人事評価を記録する用紙で、職員の職及び

職種に応じて教育長が定めるものをいう。

（被評価者の範囲）

第３条 被評価者は、一般職に属する職員（教育長が指定する職員を除く。）とする。

（人事評価の体制）

第４条 人事評価は、１次評価者、２次評価者及び調整者（次項において「評価者」という。）が実施するものとする。

２ 評価者は、原則として、被評価者の直属の管理監督者とする。

（評価期間）

第５条 評価期間は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。

（人事評価の手続）

第６条 被評価者は、人事評価の開始に際し、２次評価者（被評価者に２次評価者がない場合にあっては、１次評価者）との面談等を行っ

た上で、業務目標を設定するものとする。

２ 被評価者は、評価期間における人事評価について自己評価を行うものとする。

３ １次評価者は、前項の自己評価の内容を確認した上で、１次評価を行うものとする。

４ ２次評価者は、前２項の規定により行われた評価を参考として２次評価を行うものとする。この場合において、前項の１次評価につい

て適正を欠くと認めるときは、１次評価者に再評価を行わせることができるものとする。

５ 調整者は、公平性を考慮した上で、人事評価の結果を総体的に調整する。

（人事評価の結果の開示等）

第７条 ２次評価者（被評価者に２次評価者がない場合にあっては、１次評価者）は、被評価者との面談等により人事評価の結果を当該被

評価者に開示するとともに、当該人事評価の結果に基づき適切な助言等を行うものとする。

（苦情等への対応）

第８条 被評価者は、人事評価に関する相談及び苦情等の申出を行うことができるものとする。

２ 被評価者は、前項の相談及び苦情等の申出により解決できなかったもののうち、人事評価の結果に関するものについては、教職員課に

おいて設置する教職員苦情処理委員会に苦情処理の申出を行うことができるものとする。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（県立学校職員の勤務評定に関する規則の廃止）

２ 県立学校職員の勤務評定に関する規則（昭和33年宮崎県教育委員会規則第３号）は、廃止する。

市町村立学校職員の人事評価に関する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会規則第10号

市町村立学校職員の人事評価に関する規則

（趣旨）

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第44条の規定に基づき、市町村の教育委員会が行う県費負担

教職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第 135号）第１条に規定する職員をいう。以下「職員」という。）の人事評価につ

いては、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 人事評価 職務行動評価及び役割達成度評価の総称をいう。

（２） 職務行動評価 職員の職及び職種に応じて発揮することが求められる能力に照らし、職務の遂行において発揮した能力及び行動に

ついて、客観的に評価することをいう。

（３） 役割達成度評価 職員があらかじめ設定した業務目標に対する取組その他の取組により挙げた業績について、客観的に評価するこ

とをいう。

（４） 評価シート 人事評価の対象となる期間（以下「評価期間」という。）における職員の人事評価を記録する用紙で、職員の職及び

職種に応じて教育長が定めるものをいう。

（被評価者の範囲）
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第３条 被評価者は、一般職に属する職員（宮崎県教育委員会教育長（以下「県教育長」という。）が指定する職員を除く。）とする。

（人事評価の体制）

第４条 人事評価は、１次評価者、２次評価者及び調整者（次項において「評価者」という。）が実施するものとする。

２ 評価者は、原則として、被評価者の直属の管理監督者とする。

（評価期間）

第５条 評価期間は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。

（人事評価の手続）

第６条 被評価者は、人事評価の開始に際し、２次評価者（被評価者に２次評価者がない場合にあっては、１次評価者）との面談等を行っ

た上で、業務目標を設定するものとする。

２ 被評価者は、評価期間における人事評価について自己評価を行うものとする。

３ １次評価者は、前項の自己評価の内容を確認した上で、１次評価を行うものとする。

４ ２次評価者は、前２項の規定により行われた評価を参考として２次評価を行うものとする。この場合において、前項の１次評価につい

て適正を欠くと認めるときは、１次評価者に再評価を行わせることができるものとする。

５ 調整者は、公平性を考慮した上で、人事評価の結果を総体的に調整する。

（人事評価の結果の開示等）

第７条 ２次評価者（被評価者に２次評価者がない場合にあっては、１次評価者）は、被評価者との面談等により人事評価の結果を当該被

評価者に開示するとともに、当該人事評価の結果に基づき適切な助言等を行うものとする。

（苦情等への対応）

第８条 被評価者は、人事評価に関する相談及び苦情等の申出を行うことができるものとする。

２ 被評価者は、前項の相談及び苦情等の申出により解決できなかったもののうち、人事評価の結果に関するものについては、市町村教育

委員会において設置する教職員苦情処理委員会に苦情処理の申出を行うことができるものとする。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、県教育長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（市町村立学校職員の勤務評定に関する規則の廃止）

２ 市町村立学校職員の勤務評定に関する規則（昭和33年宮崎県教育委員会規則第４号）は、廃止する。

教育委員会訓教育委員会訓令令

県教育庁等職員人事評価実施規程をここに公表する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会訓令第１号

本 庁

各 出 先 機 関

各教育機関（県立学校を除く。）

県教育庁等職員人事評価実施規程

（趣旨）

第１条 県教育庁及び学校以外の教育機関の職員（以下「職員」という。）の人事評価については、地方公務員法（昭和25年法律第 261号

）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 人事評価 能力・行動評価、業績評価及び総合評価の総称をいう。

（２） 能力・行動評価 職員の職及び職種に応じて発揮することが求められる能力に照らし、職務の遂行において発揮した能力及び行動

について、客観的に評価することをいう。

（３） 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標に対する取組その他の取組により挙げた業績について、客観的に評価することをい

う。

（４） 総合評価 能力・行動評価及び業績評価の結果に基づき、職員の能力及び行動並びに業績について、総合的に評価することをいう

。

（５） 人事評価シート 人事評価の対象となる期間（以下「評価期間」という。）における職員の人事評価を記録する用紙で、職員の職

及び職種に応じて教育長が定めるものをいう。

（人事評価の管理等）
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第３条 人事評価に関する事務処理及び人事評価シートの管理は、人事評価システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合

は、教育長が別に定める方法により行うものとする。

（被評価者の範囲）

第４条 被評価者は、一般職に属する職員（教育長が指定する職員を除く。）とする。

（人事評価の体制）

第５条 人事評価は、１次評価者、２次評価者及び総括評価者（次項において「評価者」という。）が実施するものとする。

２ 評価者は、原則として、人事評価に関する研修を受講した被評価者の管理者又は監督者とする。

（評価期間）

第６条 能力・行動評価は、10月１日から翌年９月30日までの期間を評価期間とし、毎年１回実施するものとする。

２ 業績評価は、４月１日から９月30日までの期間及び10月１日から翌年３月31日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれの期間に

おいて１回実施するものとする。

（人事評価の手続）

第７条 被評価者は、人事評価の開始に際し、総括評価者との面談等を行った上で、業務目標を設定するものとする。

２ 被評価者は、評価期間における能力・行動評価、業績評価及び総合評価について自己評価を行うものとする。

３ １次評価者は、被評価者と面談等により、前項の自己評価の内容を確認した上で、１次評価を行うものとする。

４ ２次評価者は、前２項の規定により行われた評価を参考として２次評価を行うものとする。この場合において、前項の１次評価につい

て適正を欠くと認めるときは、１次評価者に再評価を行わせることができるものとする。

５ 総括評価者は、前３項の規定により行われた評価を参考として評価を行うものとする。この場合において、第３項の１次評価又は前項

の２次評価について適正を欠くと認めるときは、当該評価を行った評価者に再評価を行わせることができるものとする。

（人事評価の結果の開示等）

第８条 総括評価者は、被評価者との面談等により人事評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、当該人事評価の結果に基づき適切

な助言等を行うものとする。

（苦情等への対応）

第９条 被評価者は、人事評価に関する相談及び苦情等の申出を行うことができるものとする。

２ 被評価者は、前項の相談及び苦情等の申出により解決できなかったもののうち、人事評価の結果に関するものについては、総務課にお

いて設置する苦情処理委員会に苦情処理の申出を行うことができるものとする。

３ 苦情処理委員会は、前項の申出があった場合は、必要な審査等を行い、その結果を申出者及び総括評価者に通知するものとする。

（委任）

第10条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。

職員服務規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会訓令第２号

本 庁

各 出 先 機 関

各教育機関（県立学校を除く。）

職員服務規程の一部を改正する訓令

職員服務規程（平成18年宮崎県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（営利企業への従事等）

第13条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条第

１項に規定する営利企業への従事等の許可を受けようとするとき

は、営利企業への従事等許可願（別記様式第７号）を所属長を経

由して総務課長に提出しなければならない。

（営利企業等の従事）

第13条 職員は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条第

１項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは

、営利企業等の従事許可願（別記様式第７号）を所属長を経由し

て総務課長に提出しなければならない。

別記様式第７号を次のように改める。
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附 則

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。

宮崎県教育庁等職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会委員長 島 原 俊 英

宮崎県教育委員会訓令第３号

本 庁

各 出 先 機 関

各教育機関（県立学校を除く。）

宮崎県教育庁等職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

宮崎県教育庁等職員安全衛生管理規程（昭和63年宮崎県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

目次

第１章～第３章 ［略］

第４章 健康診断等（第16条湿第27条）

第５章 雑則（第28条・第29条）

附則

（衛生管理者）

第７条 本庁及び法第12条第１項の規定の適用を受ける出先機関等

に同項に規定する衛生管理者（以下単に「衛生管理者」という。

）を置く。

２ 衛生管理者は、本庁又は法第12条第１項の規定の適用を受ける

出先機関等の職員のうちから、本庁にあっては教育長が、同項の

規定の適用を受ける出先機関等にあっては当該出先機関等の長が

選任する。

３ 法第12条第１項の規定の適用を受ける出先機関等の長は、前項

の規定により衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、労働安全

衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第７条第２項に規定する報

告書を、教育長に提出しなければならない。

４ 衛生管理者は、教育長又は法第12条第１項の規定の適用を受け

る出先機関等の長の指揮監督を受け、法第10条第１項各号に掲げ

る業務のうち衛生に係る技術的事項に関する職務を行うものとす

る。

（衛生委員会）

第10条 本庁及び法第18条の規定の適用を受ける出先機関等に同条

に規定する衛生委員会（以下単に「衛生委員会」という。）を置

く。

２ 衛生委員会は、本庁又は当該出先機関等における前条第１項各

号に掲げる事項のうち、衛生に関する事項を調査審議する。

３ 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

（１） 本庁にあっては教育次長（総括）、出先機関等にあっては

当該出先機関等の長

（２） 本庁にあっては職員健康管理センター医師、出先機関等に

あっては当該出先機関等を管轄する健康管理医

（３） 衛生管理者のうちから本庁にあっては教育長、出先機関等

にあっては当該出先機関等の長が指名した者 １人

（４） 本庁又は当該出先機関等の職員で衛生に関し経験を有する

者のうちから教育長又は当該出先機関等の長が指名した者 ３

人

４ ［略］

５ 前条第３項から第７項までの規定は、衛生委員会について準用

する。この場合において、これらの規定中「教育庁等管理委員会

目次

第１章～第３章 ［略］

第４章 健康診断（第16条湿第26条）

第５章 雑則（第27条・第28条）

附則

（衛生管理者）

第７条 本庁に法第12条第１項に規定する衛生管理者（以下単に「

衛生管理者」という。）を置く。

２ 衛生管理者は、本庁の職員のうちから、教育長が選任する。

３ 衛生管理者は、教育長の指揮監督を受け、法第10条第１項各号

に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする

。

（衛生委員会）

第10条 本庁に法第18条に規定する衛生委員会（以下単に「衛生委

員会」という。）を置く。

２ 衛生委員会は、前条第１項各号に掲げる事項のうち衛生に関す

る事項を調査審議する。

３ 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

（１） 教育次長（総括）

（２） 職員健康管理センター医師

（３） 衛生管理者のうちから教育長が指名した者 １人

（４） 本庁の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから教育

長が指名したもの ３人

４ ［略］

５ 前条第３項から第７項までの規定は、衛生委員会について準用

する。この場合において、これらの規定中「教育庁等管理委員会
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」とあるのは「衛生委員会」と、「教育長」とあるのは「教育次

長（総括）又は当該出先機関等の長」と読み替えるものとする。

（職員の意見聴取）

第11条 課及び出先機関等の長（衛生委員会が置かれている出先機

関等の長を除く。）は、安全又は衛生に関する事項について、課

又は出先機関等の所属職員の意見を聞くための機会を設けるもの

とする。

第４章 健康診断等

（心理的な負担の程度を把握するための検査等）

第27条 職員に対して法第66条の10第１項から第６項までに規定す

る心理的な負担の程度を把握するための検査等を行うものとし、

その実施の時期及び方法等については、教育長が別に定める。

第28条・第29条 ［略］

」とあるのは「衛生委員会」と、「教育長」とあるのは「教育次

長（総括）」と読み替えるものとする。

（職員の意見聴取）

第11条 課及び出先機関等の長は、安全又は衛生に関する事項につ

いて、課又は出先機関等の所属職員の意見を聞くための機会を設

けるものとする。

第４章 健康診断

第27条・第28条 ［略］

附 則

この訓令は、公表の日から施行する。

教育長訓教育長訓令令

宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会教育長 飛 田 洋

宮崎県教育委員会教育長訓令第１号

本 庁

各出先機関

各教育機関

宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令

宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、法令の規定により教

育長の権限とされた事務、教育委員会又は知事の委任により教育

長の権限に属するものとされた事務及び教育委員会が教育長に専

決権限を付与した事務並びに知事が教育次長に専決権限を付与し

た事務の決裁及び委任について、必要な事項を定めるものとする

。

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 財務等に関する事務及び建設工事に関する事務の専決について

は、宮崎県事務決裁規程（昭和40年訓令第１号）第４条第１項及

び別表第２の規定（副知事に係る部分を除く。）を準用する。こ

の場合において、宮崎県事務決裁規程第４条第１項中「部長、次

長」とあるのは「教育次長」と、「課長」とあるのは「課（室）

長」と、「課長補佐」とあるのは「課（室）長補佐」と、「副知

事等」とあるのは「教育次長等」と、「別表第２」とあるのは「

宮崎県事務決裁規程別表第２（11 財務等に関する事務の項及び

12 建設工事に関する事務の項に係る部分に限る。）」と、宮崎

県事務決裁規程別表第２中「部長」又は「次長」とあるのは「教

育次長」と、「課長」とあるのは「課（室）長」と、「課長補佐

」とあるのは「課（室）長補佐」と読み替えるものとする。

別表第１（第２条の２関係）

（趣旨）

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、法令の規定により教

育長の権限とされた事務、教育委員会又は知事の委任により教育

長の権限に属するものとされた事務及び教育委員会又は知事が教

育長に専決権限を付与した事務の決裁及び委任について、必要な

事項を定めるものとする。

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 財務等に関する事務及び建設工事に関する事務の専決について

は、宮崎県事務決裁規程（昭和40年訓令第１号）第４条第１項及

び別表第２の規定（副知事に係る部分を除く。）を準用する。こ

の場合において、宮崎県事務決裁規程第４条第１項中「部長」と

あるのは「教育長」と、「次長」とあるのは「教育次長」と、「

課長」とあるのは「課（室）長」と、「課長補佐」とあるのは「

課（室）長補佐」と、「副知事等」とあるのは「教育長等」と、

「別表第２」とあるのは「宮崎県事務決裁規程別表第２（11 財

務等に関する事務の項及び12 建設工事に関する事務の項に係る

部分に限る。）」と、宮崎県事務決裁規程別表第２中「部長」と

あるのは「教育長」と、「次長」とあるのは「教育次長」と、「

課長」とあるのは「課（室）長」と、「課長補佐」とあるのは「

課（室）長補佐」と読み替えるものとする。

別表第１（第２条の２関係）

教育長決裁事項

１ 県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する

教育長決裁事項

１ 県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する
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別表第１の２（第３条関係）

本庁共通専決事項

別表第２（第４条関係）

別表第１の２（第３条関係）

本庁共通専決事項

別表第２（第４条関係）

規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）第２条及び

第３条の規定により、教育委員会に付議しなければならな

い次に掲げる事項の原案作成に関すること。

（１）～（10） ［略］

（11） 次に掲げる教育長の服務に関する事項

ア ［略］

イ 営利企業等の従事の許可に関すること。

ウ 勤務評定に関すること。

（12）～（25） ［略］

２～５ ［略］

６ 争訟等に関する事務で次に掲げる事務

（１） 教育委員会、教育長又は教育次長の行った処分等の

異議申立てに係る決定に関すること。

（２） 教育委員会が監督する行政庁が行った処分等の審査

請求、再審査請求に係る裁決又は措置等に関すること。

７・８ ［略］

９ 総務課が所掌する事務で次に掲げる事務

（１）～（３） ［略］

（４） 本庁、出先機関及び教育機関の職員の営利企業等の

従事の許可及び職務専念義務の免除に関することで、教

育庁参事、教育次長、参事、学校支援監、教育庁主幹、

副参事（以下「次長等」という。）、課（室）長、出先

機関の長及び教育機関の長に係るもの

（５）・（６） ［略］

10・11 ［略］

12 教職員課が所掌する事務で次に掲げる事務

（１）・（２） ［略］

（３） 県立学校の職員の営利企業等の従事の許可に関する

こと。

（４）・（５） ［略］

13・14 ［略］

規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）第２条及び

第３条の規定により、教育委員会に付議しなければならな

い次に掲げる事項の原案作成に関すること。

（１）～（10） ［略］

（11） 次に掲げる教育長の服務に関する事項

ア ［略］

イ 営利企業への従事等の許可に関すること。

（12）～（25） ［略］

２～５ ［略］

６ 教育長若しくは教育次長又は市町村教育委員会等が行っ

た処分等の審査請求若しくは再審査請求に係る裁決若しく

は再調査に係る決定又は措置等に関すること。

７・８ ［略］

９ 総務課が所掌する事務で次に掲げる事務

（１）～（３） ［略］

（４） 本庁、出先機関及び教育機関の職員の営利企業への

従事等の許可及び職務専念義務の免除に関することで、

教育庁参事、教育次長、参事、学校支援監、教育庁主幹

、副参事（以下「次長等」という。）、課（室）長、出

先機関の長及び教育機関の長に係るもの

（５）・（６） ［略］

10・11 ［略］

12 教職員課が所掌する事務で次に掲げる事務

（１）・（２） ［略］

（３） 県立学校の職員の営利企業への従事等の許可に関す

ること。

（４）・（５） ［略］

13・14 ［略］

専 決 区 分事 項事 務

担

当

リ

ー

ダ

ー

課

（

室

）

長

補

佐

課

（

室

）

長

教

育

次

長

［略］

［略］（１） 課長、出先機関の長、教

育機関の長又は県立学校長が

行った処分等（教育長が教育

機関の長又は県立学校長に委

任した処分等を除く。）の審

査請求若しくは再審査請求に

係る裁決若しくは再調査に係

る決定又は措置等に関するこ

と。

６ 争訟

等に関

する事

務

（２）・（３） ［略］

［略］

専 決 区 分事 項事 務

担

当

リ

ー

ダ

ー

課

（

室

）

長

補

佐

課

（

室

）

長

教

育

次

長

［略］

［略］（１） 課長、出先機関の長、教

育機関の長又は県立学校長が

行った処分等の異議申立てに

係る決定に関すること。

６ 争訟

等に関

する事

務

（２） 出先機関の長、教育機関

の長又は県立学校長が行った

処分等の審査請求、再審査請

求に係る裁決又は措置等に関

すること。

（３）・（４） ［略］

［略］
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本庁各課（室）特定専決事項本庁各課（室）特定専決事項

専決区分事 項課（室）

課

（

室

）

長

補

佐

課

（

室

）

長

教

育

次

長

［略］（１） 本庁、出先機関及び教育機関

の職員の営利企業への従事等の許

可及び職務専念義務の免除に関す

ることで、課（室）、出先機関及

び教育機関の所属職員に係るもの

１ 総務

課

［略］

［略］

専決区分事 項課（室）

課

（

室

）

長

補

佐

課

（

室

）

長

教

育

次

長

［略］（１） 本庁、出先機関及び教育機関

の職員の営利企業等の従事の許可

及び職務専念義務の免除に関する

ことで、課（室）、出先機関及び

教育機関の所属職員に係るもの

１ 総務

課

［略］

［略］

附 則

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。

教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成28年３月31日

宮崎県教育委員会教育長 飛 田 洋

宮崎県教育委員会教育長訓令第２号

本 庁

各出先機関

各教育機関

教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令

教育財産等取扱規程（昭和61年宮崎県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（教育財産の目的外使用許可）

第29条 課の長又はかいの長は、教育財産の目的外使用許可を受け

ようとする者については、個人にあっては教育財産使用許可申請

書（別記様式第23号）を、それ以外の法人等にあっては教育財産

使用許可申請書及び役員等一覧を提出させ、次に掲げる事項を明

らかにしなければならない。ただし、役員等一覧の提出について

は、国、地方公共団体その他公共団体に使用させるとき、その他

特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

（１）～（13） ［略］

２ ［略］

３ かいの長は、第６条の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除

くほか、教育財産の目的外使用許可をしようとするときは、教育

財産目的外使用許可承認申請書（別記様式第25号）により教育長

の承認を受けなければならない。ただし、使用許可期間の更新の

場合にあっては、この限りでない。

（１） 使用期間が１月以内の目的外使用許可をしようとするとき

。

（２） 電柱類、広告板類、標識柱類、配管類、公衆電話類、自動

販売機類及びこれらの附属設備の設置に係る目的外使用許可を

しようとするとき。

４ 課の長又はかいの長は、第１項の規定により教育財産の目的外

使用許可をしたときは、直ちに教育財産使用許可報告書（別記様

式第26号）により財務福利課長又は当該教育財産を所管する課の

（教育財産の目的外使用許可）

第29条 課の長又はかいの長は、教育財産の目的外使用の許可を受

けようとする者については、個人にあっては教育財産使用許可申

請書（別記様式第23号）を、それ以外の法人等にあっては教育財

産使用許可申請書及び役員等一覧を提出させ、次に掲げる事項を

明らかにしなければならない。ただし、役員等一覧の提出につい

ては、国、地方公共団体その他公共団体に使用させるとき、その

他特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

（１）～（13） ［略］

２ ［略］

３ かいの長は、第６条の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除

くほか、教育財産の目的外使用の許可をしようとするときは、教

育財産目的外使用許可承認申請書（別記様式第25号）により教育

長の承認を受けなければならない。ただし、使用許可期間の更新

の場合にあっては、この限りでない。

（１） 使用期間が１月以内の目的外使用の許可をしようとすると

き。

（２） 電柱類、広告板類、標識柱類、配管類、公衆電話類、自動

販売機類及びこれらの附属設備の設置に係る目的外使用の許可

をしようとするとき。

４ 課の長又はかいの長は、第１項の規定により教育財産の目的外

使用の許可をしたときは、直ちに教育財産使用許可報告書（別記

様式第26号）により財務福利課長又は当該教育財産を所管する課
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長に報告しなければならない。

５ 第23条及び第24条の規定は、教育財産の目的外使用許可をする

場合について準用する。

の長に報告しなければならない。

５ 第23条及び第24条の規定は、教育財産の目的外使用の許可をす

る場合について準用する。

別記様式第24号及び別記様式第25号を次のように改める。
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附 則

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別記様式第24号の改正規定は、平成28年４月１日から施行する。
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